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   群馬大学共同教育学部附属特別支援学校校則 

 

                          平成 16.４.１ 制定 

                       改正 平成 17.４.１ 平成 19.４.１ 

                          平成 20.４.１  平成 23.４.１ 

                          平成 26.４.１ 令和２.４.１ 

令和３.４.１ 

 

   第１章 総   則 

 （目 的） 

第１条 群馬大学共同教育学部附属特別支援学校（以下「本校」という。）は，学校教育

法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づき，知的障害者に対して，小学校，中学校又は高等

学校に準ずる教育を施し，あわせて自立を図るために必要な知識技能を授け，かつ教育

の理論及び実際に関する研究並びに実証に寄与するとともに，共同教育学部学生の教育

実習の実施に当たることを目的とする。 

 （部） 

第２条 本校に，小学部，中学部及び高等部を置く。 

 （修業年限） 

第３条 本校の修業年限は，小学部６年，中学部３年，高等部３年とする。 

 （学級及び定員） 

第４条 本校の学級及び定員は，次のとおりとする。 

   

区 分 学級数 学級定員 総定員 

小学部 ３ ６ 18 

中学部 ３ ６ 18 

高等部 ３ ８ 24 

計 ９  60 

（職員組織） 

第５条 本校に，次の職員を置く。 

    校  長 

    教  頭 

主幹教諭 

    教  諭 

    養護教諭 

    事務職員 

２ 校長は，共同教育学部の主担当を命ぜられた教授又は教育学研究科の主担当を命ぜら

れた教授をもって充てる。 

３ 教頭は，副校長と称することができる。 

４ 本校の小学部，中学部及び高等部に主事を置くことができ，その部に属する教諭を
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もって充てる。 

５ 本校に，教務主任，部主任，生徒指導主事，進路指導主事，研究主任及び教育実習主

任を置き，本校の教諭をもって充てる。 

６ 校務分掌については，別に定める。 

 （職員会議） 

第６条 本校に，職員会議を置く。 

２ 職員会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学校評議員） 

第７条 本校に，学校評議員を置く。 

２ 学校評議員に関し必要な事項は，別に定める。 

  

   第２章 教育課程 

 （教育課程） 

第８条 本校の教育課程は，学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）に基づ

き，校長が編成する。 

 

   第３章 学年，学期及び休業日 

 （学 年） 

第９条 学年は，４月１日に始まり翌年３月 31 日に終る。 

 （学 期） 

第 10 条 学年を次の２学期に分ける。 

前期 ４月１日から 10 月第２月曜日まで 

後期 10 月第２月曜日の翌日から翌年３月 31 日まで 

 （休業日） 

第 11 条 休業日は，次のとおりとする。 

    日曜日 

    土曜日 

    国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

    春季休業  ４月１日から４月７日まで 

    夏季休業  ７月 21 日から８月 27 日まで 

    秋季休業   10 月第２月曜日の翌日と翌々日 

    冬季休業  12 月 23 日から翌年１月７日まで 

    学年末休業 ３月 21 日から３月 31 日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，校長が必要があると認めるときは，休業日を変更し，又は

臨時に休業日を定めることができる。 

 

   第４章 入学，休学，転学，退学，除籍及び出席停止 

 （入学の時期） 

第 12 条 入学の時期は，学年の始めとする。 

   (転入学) 
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第 12 条の２ 校長は，欠員がある場合に限り，転入学を許可することができる。 

２ 転入学の時期は，原則として，学年又は学期の始めとする。 

 （入学願） 

第 13 条 入学(転入学を含む。以下同じ。)を志願する者の保護者は，入学願書に検定料

及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第 14 条 入学者の選考は，別に定めるところにより行う。 

 （入学手続） 

第 15 条 前条により合格した者の保護者は，所定の書類を提出しなければならない。 

２ 高等部にあっては，前項のほか入学料を納入しなければならない。 

 （入学許可） 

第 16 条 入学の許可は，所定の手続を経た者（入学料の免除の申請手続をした者を含

む。）に対し，校長が行う。 

 （欠席等） 

第 17 条 児童又は生徒が病気等のため欠席，遅刻又は早退する場合は，保護者はその旨

を校長に届け出なければならない。 

２ 前項において，長期にわたる病気等の場合は，診断書又は理由書を添えなければなら

ない。 

 （通学区域） 

第 18 条 本校に通学区域を設ける。 

２ 通学区域は，別に定める。 

 （住所等の変更届等） 

第 19 条 保護者又は児童・生徒の住所等に変更があった場合は，速やかに校長に届け出

なければならない。 

 （休学，転学又は退学） 

第 20 条 やむを得ない理由により児童又は生徒が休学，転学又は退学しようとする場合

は，保護者はあらかじめその旨を校長に届け出て，許可を受けなければならない。 

２ 休学期間中に，その理由がなくなったときは，保護者は直ちに校長に届け出て復学す

るものとする。 

 （除 籍） 

第 21 条 高等部の生徒が，次の各号のいずれかに該当する場合，校長はその生徒を除籍

する。 

 (１) 死亡又は行方不明の届出があった場合 

 (２) 入学料の免除を申請し，不許可とされ又は半額免除を許可された者で納入すべき入

学料を所定の期日までに納入しない場合 

 (３) 正当な理由がなく授業料を納めない場合 

 （出席停止） 

第 22 条 校長は，次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他

の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは，その保護者に

対して，児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。 



 - 4 -

 (１) 他の児童又は生徒に傷害，心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 

 (２) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

 (３) 施設又は設備を損壊する行為 

 (４) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

２ 校長は，前項の規定により出席停止を命ずる場合には，あらかじめ保護者の意見を聴

取するとともに，理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 前項に規定するもののほか，出席停止の命令の手続に関し必要な事項は，校長が別に

定めるものとする。 

４ 校長は，出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する

支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 

  （感染症による出席停止） 

第 22 条の２ 校長は，感染症のため出席を停止させた方がよいと認められる児童又は生

徒があるときは，その保護者に対して，児童又は生徒の出席停止を命ずることができ

る。 

２ 校長は，出席停止を命じた場合には，前条第４項の措置を講ずるものとする。 

 

   第５章 課程の修了及び卒業 

  (学習の評価) 

第 22 条の３ 学習の評価に関する基準は，校長が別に定める。 

 （課程の修了及び卒業） 

第 23 条 学年の修了及び卒業の認定は，児童及び生徒の平素の成績を評価して，全教員

による会議を経て校長が行う。 

２ 校長は，小学部，中学部又は高等部の全課程を修了したと認定した者には，卒業証書

を授与する。 

 

   第６章 検定料，入学料及び授業料 

 （検定料，入学料及び授業料の額及び徴収方法） 

第 24 条 検定料，入学料及び授業料の額及び徴収方法は，国立大学法人群馬大学授業料

その他の費用に関する規程（平成 16 年４月１日制定）の定めるところによる。 

 （停学中の者の授業料） 

第 25 条 停学中の者は，停学期間中の授業料を納めなければならない。 

 （入学料及び授業料の免除及び徴収猶予） 

第 26 条 高等部の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予については，別に定めるところ

による。 

 （検定料等の返還） 

第 27 条 既納の検定料，入学料及び授業料は，別に定めがある場合を除き，返還しな

い。 

 

   第７章 賞   罰 

 （表 彰） 
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第 28 条 他の模範とするに足ると認められた児童及び生徒は，表彰することができる。 

 （懲 戒） 

第 29 条 校長は，児童及び生徒に対し，教育上必要と認めたときは，これを懲戒するこ

とがある。 

２ 小学部及び中学部の懲戒は，訓告とする。 

３ 高等部の懲戒は，退学，停学又は訓告とし，文書により行う。 

 

     第８章 そ の 他 

  （雑  則） 

第 30 条 この校則に定めるもののほか，本校の運営に関し必要な事項は，校長が別に定

める。 

 （校則の改廃） 

第 31 条 この校則の改廃は，教授会の議を経て，学部長が行う。 

 

   附 則 

 この校則は，平成 23 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この校則は，平成 26 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この校則は，令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この校則は，令和３年４月１日から施行する。 

 


